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令 

 

：
平
成
７
年
３
月
30
日
号
外
環
境
庁
告
示
第
24
号 

最
終
改
正
：
平
成
17
年
５
月
16
日
環
境
省
告
示
第
40
号 

 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含

む
。
）
又
は
電
気
機
械
器
具
の
一
部
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

自
動
車
の
窓
ガ
ラ
ス 

二 

自
動
車
の
バ
ン
パ
ー
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
又
は
金
属
か
ら
成
る
部
分
に
限

る
。
） 

三 

自
動
車
の
タ
イ
ヤ 


